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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータにより連動して回転駆動される複数のローラによりシート状壁装材を所定の経路
に沿って移動させつつ，糊桶内の糊を糊付けローラにより前記壁装材の裏面に連続的に塗
布する壁紙糊付機本体と、この糊付機本体の後部に着脱可能に装着され、引き入れられる
前記壁装材の両縁部を連続的に裁断するスリッター部とを備えた壁紙糊付機において、
　前記糊付機本体後面に本体幅方向に形成された凹状の装着部を備え、
　前記スリッター部の前方部が前記凹状の装着部内に陥入して取付け可能な形状であり、
　前記スリッター部に至る前記壁装材の搬送経路中に設置されるこの搬送経路を屈曲させ
る少なくとも２本のテンションバー群を備え、
　前記テンションバー群が、
　前記糊付機本体の凹状の装着部の下方位置に幅方向に装着される第１のテンションバー
と、
　この第１のテンションバーの両端部に回動可能に接続された一対のテンションバー保持
具と、
　この一対のテンションバー保持具によって両端部を保持された第２のテンションバーと
を備え、
　前記一対のテンションバー保持具が、
　　壁紙糊付機本体を支える脚部を折り畳んだ際に、前記第１のテンションバーを回動中
心として前記第２のテンションバーを上方に持ち上げる脚部折りたたみ状態と、
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　　前記脚部を立設して壁装材を前記スリッター部に至る搬送経路中に第１のテンション
バーと第２のテンションバーとを保持する稼働時標準状態と、
　　前記壁装材を第１及び第２のテンションバーの各部位で曲折させてスリッター部及び
糊付機本体へ導く際に、前記第１のテンションバーを回動中心として第２のテンションバ
ーを第１のテンションバーの直下に配置する壁装材装着状態と
の３つの位置に切り替え可能であることを特徴とする壁紙糊付機。
【請求項２】
　前記一対のテンションバー保持具が、
　　前記第１のテンションバー及び第２のテンションバーの各々の軸心に平行な方向にス
ライド可能に保持され、
　　幅広の第１のスライド位置では前記第１のテンションバーを回動中心とした回動を阻
止するための脚部の垂直壁の一部に当接し、幅狭の第２のスライド位置では前記第１のテ
ンションバーを回動中心とした回動を阻止しない当接部を備えたことを特徴とする請求項
１に記載の壁紙糊付機。
【請求項３】
　前記２本のテンションバー群とは別のテンションバーを、前記壁装材の搬送経路の上流
側に更に備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の壁紙糊付機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンパクト化を図った壁紙糊付機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、建築物の内装施工における壁装材の室内壁面への貼付は、内装作業現場で専用の
壁紙糊付機を用いてシート状の壁装材に連続的に糊を塗布しながら行うのが一般的となっ
ている。この壁紙糊付機の一般的な構成としては、内部に複数のロールが配置された上部
構体及び下部構体から主に構成される糊付機本体を脚部に支持された台座上に載置し、上
下構体の間に挟み込んだシート状壁装材（以下、クロスと記す）をロールで搬送しながら
糊タンク内に軸支されている糊掻上げロールで糊タンクから糊をすくい上げて糊付けロー
ルに転写し、この糊付けロールによりクロス裏面に塗付していくものである。
【０００３】
　壁紙糊付機には手動式と自動式があり、具体的な構成の一例としては、下部構体上に原
反ロールから繰り出したクロスを先端部が本体前面に垂れる状態で載置して上部構体を閉
じ、下部構体と上部構体の所定ロール間にクロスを挟み込んだ状態としておく。手動式装
置ではクロス先端を作業者が手で持って前方へ引っ張ることによりロールの一部を追従回
転させると共に他のロールをギアを介して連動回転させる。自動式装置では所定のロール
の軸を電動モータ等の駆動源に連結して回転させることによって他のロールもギアを介し
て連動回転するものが一般的である。何れの糊付機もロールの回転でクロスを糊付機本体
の後面から前面側へ搬送させる途中で糊タンク内から引き上げられて転写された糊を、糊
付ロールの頂点近傍にて該ロールからクロス裏面に糊が転写され、糊塗布済み状態でクロ
スが前面から送り出されてくるという構成である。
【０００４】
　このような壁紙糊付機においては、上部構体と下部構体とからなる糊付機本体と、脚部
を備えた台座部とが分離可能（例えば、特許文献１参照）であるため、脚部のキャスター
による搬送が行えない場合には、内装作業現場には糊付機本体と台座部とを一体として、
２名以上の作業者によって左右の両側部の各々を持って運ばれるか、糊付機本体と台座部
とを分離して各々を１名以上の作業者によって持って運ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－３４２９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来の壁紙糊付機においては、本体ステー後部にスリッターのフックを引っ
掛け、装着していた。そのため、従来はスリッターが単に本体から飛び出したような形状
になっていた。持ち運びの際に、特に一人で持ち運ぶ際には奥行きが小さい方が軽く、し
かも狭い階段等の転回時にも取り回しが楽になる。また、奥行きが小さいと車の設置スペ
ースも小さくて済む。
【０００７】
　壁紙糊付機においては、有効な糊付け幅としては、１０５０mm程度であり、この有効な
糊付け幅として糊付けローラ等のローラ類の幅も１０５０mmを超え、両端の軸受や側壁を
含めるため、壁紙糊付機自体の全幅は１２００mmを超えるものであった。その結果、糊付
機本体と台座部とを一体とした状態での重量は、１名の作業者が持ち運ぶには幅が広すぎ
、また、重量が重く、安全性を考慮して少なくとも２名の作業者で行うのが常であった。
【０００８】
　ところで、市場に流通している壁装材の有効幅は９６０mmであり、通常両端１０～２０
mm程度の耳部を裁断し、９２０～９４０mm幅で糊付けしているのが一般的である。
【０００９】
　本出願人は、コンパクト化を実現した壁紙糊付機を得るため、複数のローラのローラ部
有効幅長さを１０００cm以下９２０mm以上とし、スリッター部が糊付機本体から飛び出す
のを抑えるため、糊付機本体後面に本体幅方向に形成された凹状の装着部を備え、この凹
状の装着部にスリッター部の前方部が陥入して取付け可能な形状とした新型糊付機を提案
しようとしている。
【００１０】
　しかしながら、スリッター部が糊付機本体内部へ埋め込まれるような構成であるため、
巻き直しや耳部が潰れた壁装材の場合には糊付機後部から壁装材を引き入れる際にテンシ
ョンが旨く掛からない問題が発覚した。そこで、本発明は、コンパクト化を実現したスリ
ッター部の一部を本体内側に埋め込むように配置した壁紙糊付機であっても、壁装材をス
リッター部及び糊付機本体に引き入れる際にも、良好なテンションをかけることの可能な
壁紙糊付機を得ることを目的とする。また、脚部の折りたたみ時、壁装材の装着時に応じ
てテンションバーを変更することが可能な壁紙糊付機を得ることを別の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載された発明に係る壁紙糊付機は、モータにより連動して回転駆動される
複数のローラによりシート状壁装材を所定の経路に沿って移動させつつ、糊桶内の糊を糊
付けローラにより前記壁装材の裏面に連続的に塗布する壁紙糊付機本体と、この糊付機本
体の後部に着脱可能に装着され、引き入れられる前記壁装材の両縁部を連続的に裁断する
スリッター部とを備えた壁紙糊付機において、
　前記糊付機本体後面に本体幅方向に形成された凹状の装着部を備え、
　前記スリッター部の前方部が前記凹状の装着部内に陥入して取付け可能な形状であり、
　前記スリッター部に至る前記壁装材の搬送経路中に設置されるこの搬送経路を屈曲させ
る少なくとも２本のテンションバー群を備え、
　前記テンションバー群が、
　　前記糊付機本体の凹状の装着部の下方位置に幅方向に装着される第１のテンションバ
ーと、
　　この第１のテンションバーの両端部に回動可能に接続された一対のテンションバー保
持具と、
　　この一対のテンショ　この一対のテンションバー保持具によって両端部を保持された
第２のテンションバーとを備え、
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　前記一対のテンションバー保持具が、
　　壁紙糊付機本体を支える脚部を折り畳んだ際に、前記第１のテンションバーを回動中
心として前記第２のテンションバーを上方に持ち上げる脚部折りたたみ状態と、
　　前記脚部を立設して壁装材を前記スリッター部に至る搬送経路中に第１のテンション
バーと第２のテンションバーとを保持する稼働時標準状態と、
　　前記壁装材を第１及び第２のテンションバーの各部位で曲折させてスリッター部及び
糊付機本体へ導く際に、前記第１のテンションバーを回動中心として第２のテンションバ
ーを第１のテンションバーの直下に配置する壁装材装着状態と
の３つの位置に切り替え可能であることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項２に記載された発明に係る壁紙糊付機は、請求項１に記載の一対のテンションバ
ー保持具が、
　前記第１のテンションバー及び第２のテンションバーの各々の軸心に平行な方向にスラ
イド可能に保持され、
　幅広の第１のスライド位置では前記第１のテンションバーを回動中心とした回動を阻止
するための脚部の垂直壁の一部に当接し、幅狭の第２のスライド位置では前記第１のテン
ションバーを回動中心とした回動を阻止しない当接部を備えたことを特徴とするものであ
る。
【００１４】
　請求項３に記載された発明に係る壁紙糊付機は、請求項１又は２に記載の２本のテンシ
ョンバー群とは別のテンションバーを、前記壁装材の搬送経路の上流側に更に備えたこと
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、コンパクト化を実現したスリッター部の一部を本体内側に埋め込むように配
置した壁紙糊付機であっても、壁装材をスリッター部及び糊付機本体に引き入れる際にも
、良好なテンションをかけることの可能な壁紙糊付機を得ることができるという効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施例の壁紙糊付機の正面図である。
【図２】図１の壁紙糊付機の側面図である。
【図３】図２に示したテンションバー群の動作を含む本体部側部断面図である。
【図４】図２に示したテンションバー群の他の動作を含む本体部側部断面図である。
【図５】図２に示したテンションバー群の構成を示す斜視図である。
【図６】図５のテンションバー保持具の拡大図である。
【図７】脚部テンションバーの装着状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明においては、スリッター部を備えた壁紙糊付機において、糊付機本体後面に本体
幅方向に形成された凹状の装着部を備え、
　前記スリッター部の前方部が前記凹状の装着部内に陥入して取付け可能な形状であり、
　前記スリッター部に至る前記壁装材の搬送経路中に設置されるこの搬送経路を屈曲させ
る少なくとも２本のテンションバー群を備え、
　前記テンションバー群が、前記糊付機本体の凹状の装着部の下方位置に幅方向に装着さ
れる第１のテンションバーと、この第１のテンションバーの両端部に回動可能に接続され
た一対のテンションバー保持具と、この一対のテンションバー保持具によって両端部を保
持された第２のテンションバーとを備えることにより、コンパクト化を実現したスリッタ
ー部の一部を本体内側に埋め込むように配置した壁紙糊付機であっても、壁装材をスリッ
ター部及び糊付機本体に引き入れる際にも、良好なテンションをかけることの可能な壁紙
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糊付機を得ることができる。
【００１８】
　また、別の本発明においては、一対のテンションバー保持具が、
　　壁紙糊付機本体を支える脚部を折り畳んだ際に、前記第１のテンションバーを回動中
心として前記第２のテンションバーを上方に持ち上げる脚部折りたたみ状態と、
　　前記脚部を立設して壁装材を前記スリッター部に至る搬送経路中に第１のテンション
バーと第２のテンションバーとを保持する稼働時標準状態と、
　　前記壁装材を第１及び第２のテンションバーの各部位で曲折させてスリッター部及び
糊付機本体へ導く際に、前記第１のテンションバーを回動中心として第２のテンションバ
ーを第１のテンションバーの直下に配置する壁装材装着状態との３つの位置に切り替え可
能である。これにより、脚部の折りたたみ時、壁装材の装着時に応じてテンションバーを
変更することが可能となる。
【００１９】
　より好ましくは、一対のテンションバー保持具が、
　　前記第１のテンションバー及び第２のテンションバーの各々の軸心に平行な方向にス
ライド可能に保持され、
　　幅広の第１のスライド位置では前記第１のテンションバーを回動中心とした回動を阻
止するための脚部の垂直壁の一部に当接し、幅狭の第２のスライド位置では前記第１のテ
ンションバーを回動中心とした回動を阻止しない当接部を備える。これにより、壁装材の
装着時にテンションバーを良好に変更することが可能となる。
【００２０】
　本発明の壁紙糊付機本体としては、モータにより連動して回転駆動される複数のローラ
によりシート状壁装材を所定の経路に沿って移動させつつ、糊桶内の糊を糊付けローラに
より前記壁装材の裏面に連続的に塗布する壁紙糊付機本体と、この糊付機本体の後部に着
脱可能に装着され、引き入れられる前記壁装材の両縁部を連続的に裁断するスリッター部
とを備えるものであれば良く、特に、複数のローラのローラ部有効幅長さを１０００mm以
下９２０mm以上とするものが好ましい。これにより、複数本のローラの長さが約１割程度
短くなり、短くなった分だけコンパクト化が達成される。
【００２１】
　壁紙糊付機はＪＩＳによって壁装材の規格が決定される前から製造販売されている装置
であるため、有効糊付け幅が１０５０mmであった。その後、壁装材の規格が決定され。９
２０mm±５mmを最大幅とする壁装材が大多数となっている。このため、本発明では複数の
ローラのローラ部有効幅長さを１０００mm以下９２０mm以上とすることにより、大多数の
壁装材を使用することができる。
【００２２】
　更に、本発明の壁紙糊付機本体としては、後面に本体幅方向に形成された凹状の装着部
を備え、本発明のスリッター部は、その前方部が前記凹状の装着部内に陥入して取付け可
能な形状を有すればよい。これにより、スリッター部が糊付機後方へ多大に突出せず、コ
ンパクトな印象を周囲に与える。
【００２３】
　スリッター部の装着部への取付けは、例えば、着脱可能に装着部の左右一対に嵌合する
機構が取られる。具体的には、スリッター装着部の開口を構成する糊付機本体の左右の内
側壁部の下部に共に内側方向へ対向して突設された一対の円筒状の被支持部が形成され、
この被支持部で回動自在に支持される支持部と、支持部を支点にした回動により糊付機本
体の装着位置の上部に設けられた被掛止部に掛止されるものが着脱が良好に行われる。
【００２４】
　この掛止部と被掛止部との掛止は、好ましくは、被掛止部が前記被支持部と同様に、ス
リッター装着開口部を構成する糊付機本体の左右の内側壁部の上部に共に内側方向へ対向
して突設された一対の円筒状の被掛止部が形成されればよく、これに対する掛止部として
は、支持部を中心にして糊付機本体の装着位置の上部に設けられた被掛止部へ回動する側
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が切欠かれた切欠円環を備える。この切欠円環の切欠長さは、切欠円環部の切欠部に隣接
する腕部が撓んで着脱可能となる程度に、円筒状の被掛止部の径よりも小さくすれば、ワ
ンタッチで着脱可能となる。
【００２５】
　尚、壁装材の材質や種類によっては、本発明のテンションバー群のみでは良好なテンシ
ョンをかけられない場合には、２本のテンションバー群とは別のテンションバーを、壁装
材の搬送経路の上流側に更に備えることにより、良好なテンションをかけることが可能と
なる。
【実施例】
【００２６】
１．全体構成
　図１は本発明の一実施例の壁紙糊付機の正面図である。図２は図１の壁紙糊付機の側面
図である。図３は図２に示したテンションバー群の動作を含む本体部側部断面図である。
図４は図２に示したテンションバー群の他の動作を含む本体部側部断面図である。図５は
図２に示したテンションバー群の構成を示す斜視図である。図６は図５のテンションバー
保持具の拡大図である。
【００２７】
　図１～図４に示す通り、本実施例の壁紙糊付機は、糊付機本体１と、この糊付機本体１
を載置する台座部１５と、糊付機本体１を所定高さで支持するために台座部１５の左右両
端下部にそれぞれ前後に二本一対で配される前脚２１と後脚２２とで構成される脚部２と
を備える。また、本体１と台座部１５とは、糊付機本体１の両側壁下方の２箇所のフック
に各々掛止されるパチン錠１６で固定される。
【００２８】
　台座部１５と一対の脚部２とには、左右の脚部２同士が対向するように折りたたみ可能
な折りたたみ機構が備わっており、台座部１５と脚部２との折りたたみ部位にはカバー２
３が形成されている。尚、このカバー２３の最下部は折りたたみ時に接地する接地部２４
が形成されている。
【００２９】
　糊付機本体１は、糊桶５を主とする下部構体３とその上に開閉可能に載置される上部構
体４とによって構成される。一方の側板１１の下部構体３にはコントローラ６が装着され
、下部構体３の後面側には着脱可能なスリッター７が配され、上部構体４はこの下部構体
３の上部を覆うように配されている。
【００３０】
　図２に示す通り、コントローラ６内の駆動源（図示せず）の駆動軸による糊付けローラ
３１の回転に伴って、ギアを介して回転運動が伝達された他のローラも回転し、上下部構
体３，４間に挟み込まれているロールＲから一端が解けたクロスＣを後方から前方へ搬送
し、その途中で糊付けローラ３１上を搬送される際に糊桶５から引き上げられた糊がクロ
ス裏面に転写塗布される。
【００３１】
　この糊付けローラ３１は、下部構体３の左右両側壁面の軸支板に軸支され、できるだけ
糊桶５内に沈む下方位置の配置となるように構成されている。また、糊桶５内の糊は糊付
けローラ３１に当接する糊上げローラ５１によって行われ、糊上げローラ５１は糊桶５の
両側側面に中心より後面側寄りの位置で軸支され、糊桶５内の糊を回転によって掻き上げ
て糊付けローラ３１に転写する。
【００３２】
　糊付けローラ３１は、糊付機本体１に着脱自在に取付けられる駆動源である電動モータ
を備えたコントローラ６の駆動軸に連結されている。糊付けローラ３１の回転軸は、下部
構体３に配置される下ピンチローラ３２、ドクターローラ３３、均しローラ３４及び上部
構体４に配置される検尺ローラとして用いられる上ピンチローラ４１、押さえローラ４２
、ドライブローラ４３のうちの所定ローラの回転軸とギアを介して連動される。
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【００３３】
　均しローラ３４には、図３に示す通り、均しローラ３４を介して送られて来る糊付済の
クロスＣを糊付機本体１の前面に案内するための複数個のツメ５３が長手方向にほぼ均等
に装着されたツメステー５４が、両端に配された装着具（図示せず）を介して取付けられ
ている。
【００３４】
　尚、壁紙糊付機の両側部には、ドクターローラ３３の回動軸に偏心して固定された偏心
ギアを駆動するレバー３９を備え、このレバー３９により偏心ギアによって保持されたド
クターローラ３３の軸端が糊付けローラ３１と相対移動され、ドクターローラ３３と糊付
けローラ３１との相対間隔が変化して、糊付けローラ３１に付着する糊量を調整できるよ
うになっている。
【００３５】
　左右一対の脚部２には、クロス受けブラケット２５が回動自在に配されており、クロス
受けブラケット２５の先端部には、原反ロールＲの中心に通されたクロス芯棒２６が軸支
されている。
【００３６】
　原反ロールＲから繰り出される壁装材（クロス）Ｃは、スリッター７の下方に設置され
た第１テンションバー６１と第２テンションバー６２とを備えたテンションバー群６３で
曲折されながら、スリッター７に搬送され、クロスの両側部が切断される。
【００３７】
２．テンションバー群構造
　図２～図６に示す通り、スリッター部に至る前記壁装材の搬送経路中に設置されるこの
搬送経路を屈曲させる２本のテンションバー６１，６２を備えたテンションバー群６３が
スリッター７の下方に設置される。また、テンションバー群６３とは別の第３のテンショ
ンバーとして、後脚２２間に脚部テンションバー６８が架け渡されている。
【００３８】
　尚、脚部テンションバーの装着は、図７に示す通り、後方に向かって斜め下方に形成さ
れたＵ字溝２８とその中央に突設された案内突条２９とが形成された脚部テンションバー
保持部２７が後脚２２の対向する各々の位置に形成されており、脚部テンションバー６８
の両端に形成された案内溝６９を案内突条２９に嵌挿して装着する。この脚部テンション
バー６８により、テンションバー群６３のみでは壁装材に良好なテンションをかけられな
い場合でも良好なテンションをかけることが可能となる。
【００３９】
　詳しくは、テンションバー群６３の第１テンションバー６１は、第２テンションバー６
２よりも長く、台座部１５の左右両端部に第１テンションバー６１の両端部を保持する一
対の取付け具６４で取り外し可能に固定される。第２テンションバー６２は第１テンショ
ンバー６１の両端部に回動可能に掛止された略三角形状の保持具６５で糊付機本体１から
離れた距離に保持されている。クロスＣはこれら第２テンションバー６２で曲折されなが
ら、第１テンションバー６１でも曲折されて、スリッター７に搬送される。
【００４０】
　図６に示す通り、保持具６５の第２テンションバー６２が保持される保持孔の径方向に
テンションバーを貫通してネジ６６で留めされる。保持孔の側部にはネジ６６が摺動して
移動する長孔６７が形成されている。この長孔６７は水平のほぼ中央部に先端に従って幅
広となった突片が形成され、ネジ６６を長孔６７の一方の端部に押圧する機構となってい
る。
【００４１】
　一対の保持具６５は前述の長孔６７の長さ分だけ各々、第２テンションバー６２及び第
１テンションバー６１の軸に平行に摺動可能である。図３に示す通り、一対の保持具６５
が最も外方にある場合には、各々の保持具６５は、台座部１５と脚部２とのカバー２３の
端縁に当接されて、第２テンションバー６２を糊付機本体１から離れた距離に保持する。
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【００４２】
　また、各々の保持具６５を内側に移動させることにより、保持具６５のカバー２３への
当接が外れると、図３の破線に示す通り、第２テンションバー６２は第１テンションバー
６１の直下に移動することとなる。この状態ではクロスＣを各テンションバー６１，６２
へ当接するように配置する場合に、無理なく設定することが可能となる。
【００４３】
　尚、保持具６５は第１テンションバー６１に両端部に回動可能に掛止されているため、
上方に回動されることも可能となる。図４に示す通り、脚部２が折りたたんだ場合に、脚
部２のクロス受けブラケット２５を支持する脚部２の底辺部が第２テンションバー６２を
押し上げることも可能である。
【００４４】
３．スリッター構造
　図３及び図４に示す通り、スリッター７は、糊付機本体１の下部構体３の下部フレーム
３の上部の後壁面に開口されたスリッター装着開口部５５内に装着される。スリッター７
は後背面の中央部にガイド面部７２が配され、そのガイド面部７２の両端部には糊付機本
体から駆動力を得た駆動軸で回動する左右一対の回転刃７１が各々の両端方向に摺動可能
に配される。
【００４５】
　スリッター７のスリッター装着開口部５５への取付けは、図３及び図４に示されるスリ
ッター装着開口部５５内の下部構体３の両側側壁１１の内側壁の下部に形成された被支持
部５８で回動自在に支持される支持部７３と、この支持部７３を支点にした回動により両
側側壁１１の内側壁の上部に設けられた被掛止部５９に掛止される掛止部７４とで行われ
る。即ち、スリッター装着開口部５５の側部を構成する下部構体３の両側側壁１１の内側
壁の下部に共に内側方向へ対向して突設された一対の円筒状の被支持部５８が形成され、
この被支持部５８を回動の中心として、スリッター７上部を回動し、掛止部７４を被掛止
部５９方向へ回動する。
【００４６】
　被掛止部５９も、被支持部５８と同様に、スリッター装着開口部５５の側部を構成する
下部構体３の両側側壁１１の内側壁の上部に共に内側方向へ対向して突設された一対の円
筒状の突起である。掛止部７４は支持部７３を中心にして回動する側が切欠かれた切欠円
環を備える。この切欠円環の切欠長さは、切欠円環部の切欠部に隣接する腕部が撓んで着
脱可能となる程度に、円筒状の被掛止部の径よりも小さいため、ワンタッチで着脱可能と
なる。
【００４７】
　スリッター７のガイド面部７２側には、このガイド面部７２上を搬送されるクロスをガ
イド面部７２に押し付けるテンションバー７６を支持するテンションバー支持具７５をス
リッターの側壁に備える。このテンションバー支持具７５は、一端部にテンションバー７
６が取付けられ、他端部にテンションバーの押し付け位置と解除位置との間を揺動する支
点７７を備える。
【００４８】
　スリッターの側壁には、テンションバーの押し付け位置と解除位置とでテンションバー
支持具７５の一端部と他端部との間の側壁を移動不能にロックする突設片が設けられてい
る。この突設片は、支持具７５を作業員が上げ下げすることにより、容易に沈んでロック
が解除される。これにより、簡易な機構によって押し付け位置と解除位置とでテンション
バー支持具をロックすることができる。
【符号の説明】
【００４９】
１　…糊付機本体、
１５…台座部、
２　…脚部、
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２１…前脚、
２２…後脚、
２３…カバー、
２４…接地部、
２５…クロス受けブラケット、
２６…クロス芯棒、
２７…脚部テンションバー保持部、
２８…Ｕ字溝、
２９…案内突条、
３　…下部構体、
３１…糊付けローラ、
３２…下ピンチローラ、
３３…ドクターローラ、
３４…均しローラ、
３９…レバー、
４　…上部構体、
４１…上ピンチローラ、
４２…押さえローラ、
４３…ドライブローラ　
４４…取手、
５　…糊桶、
５１…糊上げローラ、
５３…ツメ、
５４…ツメステー、
５５…スリッター装着開口部、
５８…被支持部、
５９…被掛止部、
６　…コントローラ、
６１…第１テンションバー、
６２…第２テンションバー、
６３…テンションバー群、
６４…取付け具、
６５…保持具、
６６…ネジ、
６７…長孔、
６８…脚部テンションバー、
６９…案内溝、
７　…スリッター、
７１…回転刃、
７２…ガイド面部、
７３…支持部、
７４…掛止部、
７５…テンションバー支持具、
７６…テンションバー、
７７…支点、
Ｃ　…クロス、
Ｒ　…原反ロール、
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